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(57)【要約】
【課題】複数の端子金具と複数の電線との接続を容易に
行えるコネクタを提供する。
【解決手段】コネクタ１は、複数の端子金具７と、該複
数の端子金具７を保持する端子ホルダ８と、複数の電線
１０を保持して端子ホルダ８に取り付けられる電線ホル
ダ９とを備えている。複数の端子金具７はそれぞれ電気
接触部２４と電線接続部２５とを一体に備えている。端
子ホルダ８は、複数の端子金具７の電線接続部２５が重
ねられる平板部３０と、複数の端子金具７の電気接触部
２４をそれぞれ収容する複数の端子収容部３３を有する
収容部３２と、平板部３０と収容部３２とを連結する連
結部３４とを備えている。電線ホルダ９には、複数の端
子金具７の間隔と等しい間隔で複数の電線１０の端部１
０ａを保持し且つ複数の端子金具７の長手方向に間隔を
あけて並設された第１及び第２の壁４０，４２と、複数
の電線１０の芯線１２の露出部分１２ａを露出する空間
４７とが設けられている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の端子金具と、前記複数の端子金具を保持する端子保持部材と、複数の電線の端部
を保持して前記端子保持部材に取り付けられる電線保持部材と、を備え、
　前記複数の端子金具と前記複数の電線の芯線の前記端部で露出した部分とが溶接される
コネクタにおいて、
　前記電線保持部材には、前記複数の端子金具の間隔と等しい間隔で前記複数の電線の前
記端部を保持するとともに前記複数の端子金具の長手方向に間隔をあけて並設された複数
の電線保持部と、前記芯線の前記露出した部分を露出する空間と、が設けられていること
を特徴とするコネクタ。
【請求項２】
　前記端子保持部材と前記電線保持部材とは、それぞれに設けられた係止部同士が係合す
ることで、前記複数の端子金具の長手方向の一端部に前記複数の電線の前記芯線の前記露
出した部分がそれぞれ当接した状態で、互いに固定されることを特徴とする請求項１に記
載のコネクタ。
【請求項３】
　前記複数の端子金具それぞれの前記一端部には、当該一端部から前記芯線に向かって突
出するとともに、前記複数の端子金具の長手方向に沿った長さが前記芯線の前記露出した
部分と重ねられる寸法に形成された当接部が設けられていることを特徴とする請求項２に
記載のコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電線の接続等に使用されるコネクタに関し、特に複数の被覆電線を撚り合わ
せたツイストペアケーブルの接続等に使用されるコネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、小型軽量化や高機能化等が急速に進展する電子機器において、電子機器内の電子
部品同士を接続する際に使用する電気ケーブルについても細線化、省スペース化等が求め
られている。このため、前記電気ケーブルとしては、例えば、断面形状が矩形状の導体を
複数並設したＦＦＣ（フレキシブル・フラット・ケーブル）やＦＰＣ（フレキシブル・プ
リント・サーキット）等の薄型の所謂フラットケーブルが用いられる。そして、これらの
電子機器とフラットケーブルとは、それぞれが備えたコネクタ同士が嵌合することにより
接続されている。
【０００３】
　前述したコネクタとして、例えば、複数の端子金具と、該複数の端子金具を収容するコ
ネクタハウジングなどを備えたコネクタが用いられ、このコネクタをフラットケーブルの
末端に取り付ける方法として、コネクタの複数の端子金具とフラットケーブルの絶縁体、
シールド体及びシースを除去して露出させた複数の導体とを、レーザ等を用いて電気的に
接続して組み立てられるコネクタが提案されている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００４】
　前述した特許文献１に開示されたコネクタは、絶縁性の材料から構成されており、複数
の端子金具とを備えている。複数の端子金具は、それぞれ、導電性の板金などからなり、
帯板状に形成されている。複数の端子金具は、互いに間隔をあけ且つ平行にコネクタに並
設されている。
【０００５】
　前述したコネクタが取り付けられるフラットケーブルは、導電性の金属からなる複数の
導体と、該導体を被覆する絶縁体と、該絶縁体の外側を覆う導電性のシールド体と、該シ
ールド体の外側を被覆する絶縁性のシースとを備えた扁平な帯状に形成されている。フラ
ットケーブルは、絶縁体、シールド体及びシースを所定の長さ除去して露出させた複数の
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芯線の端末が、樹脂又は紙等からなるフィルム状のばらけ防止部によって、複数の芯線が
互いに平行な状態で固定されている。
【０００６】
　前述したコネクタは、複数の端子金具にフラットケーブルのばらけ防止部で固定された
複数の芯線を当接させて、複数の端子金具及び複数の芯線にレーザを照射することで、こ
れらを溶着して、これら複数の端子金具と複数の芯線とをそれぞれ接続する。こうして、
コネクタとフラットケーブルとが電気的に接続される。
【特許文献１】特開２００６－１２０３６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　前述した特許文献１に開示されたコネクタは、複数の端子金具にフラットケーブルの互
いに平行な複数の芯線を当接させて、レーザ溶着により複数の端子金具とフラットケーブ
ルの複数の芯線とを接続して、コネクタとフラットケーブルとを電気的に接続していた。
【０００８】
　しかしながら、前述したコネクタを複数の電線が撚り合わされて構成されたツイストペ
ア電線に接続する場合、複数の電線の撚りを解いて被覆部等を皮むきして芯線を露出させ
た状態では撚り跡がついており、複数の電線の芯線は互いに平行に配されないため、複数
の電線の芯線をそれぞれコネクタの複数の端子金具に当接させた状態でレーザを照射する
ことが困難であった。このため、コネクタの複数の端子金具と複数の電線との接続作業に
手間が掛かるという問題があった。
【０００９】
　したがって、本発明は、複数の端子金具と複数の電線との接続を容易に行うことができ
るコネクタを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記課題を解決し目的を達成するために、請求項１に記載された発明は、複数の端子金
具と、前記複数の端子金具を保持する端子保持部材と、複数の電線の端部を保持して前記
端子保持部材に取り付けられる電線保持部材と、を備え、前記複数の端子金具と前記複数
の電線の芯線の前記端部で露出した部分とが溶接されるコネクタにおいて、前記電線保持
部材には、前記複数の端子金具の間隔と等しい間隔で前記複数の電線の前記端部を保持す
るとともに前記複数の端子金具の長手方向に間隔をあけて並設された複数の電線保持部と
、前記芯線の前記露出した部分を露出する空間と、が設けられていることを特徴とするコ
ネクタである。
【００１１】
　請求項２に記載された発明は、請求項１に記載の発明において、前記端子保持部材と前
記電線保持部材とは、それぞれに設けられた係止部同士が係合することで、前記複数の端
子金具の長手方向の一端部に前記複数の電線の前記芯線の前記露出した部分がそれぞれ当
接した状態で互いに固定されることを特徴とするものある。
【００１２】
　請求項３に記載された発明は、請求項２に記載の発明において、前記複数の端子金具そ
れぞれの前記一端部には、当該一端部から前記芯線に向かって突出するとともに、前記複
数の端子金具の長手方向に沿った長さが前記芯線の前記露出した部分と重ねられる寸法に
形成された当接部が設けられていることを特徴とするものある。
【００１３】
　請求項１に記載された発明によれば、電線保持部材に、複数の端子金具の間隔と等しい
間隔で複数の電線の端部を保持し且つ複数の端子金具の長手方向に間隔をあけて並設され
た複数の電線保持部と、複数の電線の芯線の該複数の電線の端部で露出した部分を露出す
る空間とが設けられているので、電線保持部材を端子保持部材に取り付けることで、複数
の端子金具に複数の電線の端部をそれぞれ位置決めすることができるとともに、複数の端
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子金具それぞれに位置決めされた複数の電線の芯線の該複数の電線の端部で露出した部分
を電線保持部材の空間から露出させることができる。
【００１４】
　請求項２に記載された発明によれば、端子保持部材と電線保持部材とは、それぞれに設
けられた係止部同士が係合することで、複数の端子金具の長手方向の一端部に複数の電線
の芯線の該複数の電線の端部で露出した部分がそれぞれ当接した状態で互いに固定される
ので、端子保持部材と電線保持部材とを固定することで、複数の端子金具の一端部と複数
の電線の芯線の該複数の電線の端部で露出した部分とがそれぞれ当接した状態を保持する
ことができる。
【００１５】
　請求項３に記載された発明によれば、複数の端子金具それぞれの一端部には、当該一端
部から芯線に向かって突出するとともに、複数の端子金具の長手方向に沿った長さが芯線
の複数の電線の端部で露出した部分と重ねられる寸法に形成された当接部が設けられてい
るので、端子保持部材と電線保持部材とを固定した際に、複数の端子金具の一端部と複数
の電線の芯線の該複数の電線の端部で露出した部分とをそれぞれ確実に当接させることが
できる。
【発明の効果】
【００１６】
　以上説明したように、請求項１に記載の本発明は、電線保持部材を端子保持部材に取り
付けることで、複数の端子金具に複数の電線の端部をそれぞれ位置決めすることができる
とともに、複数の端子金具それぞれに位置決めされた複数の電線の芯線の該複数の電線の
端部で露出した部分を電線保持部材の空間から露出させることができるので、複数の端子
金具と複数の電線の端部との位置決めが容易であるとともに、複数の端子金具と複数の電
線の芯線の該複数の電線の端部で露出した部分とをそれぞれレーザ溶着などで容易に溶着
することができる。このため、複数の端子金具と複数の電線との接続を容易に行うことが
できる。
【００１７】
　請求項２に記載の本発明は、端子保持部材と電線保持部材とを固定することで、複数の
端子金具の一端部と複数の電線の芯線の該複数の電線の端部で露出した部分とがそれぞれ
当接した状態を保持することができるので、複数の電線の芯線の該複数の電線の端部で露
出した部分を、複数の端子金具の一端部にそれぞれ当接させた状態で電線保持部材の空間
から露出させることができ、よって、複数の端子金具と複数の電線の芯線の該複数の電線
の端部で露出した部分とをそれぞれレーザ溶着などで確実に溶着することができる。この
ため、複数の端子金具と複数の電線との接続を確実に行うことができる。
【００１８】
　請求項３に記載の本発明は、端子保持部材と電線保持部材とを固定した際に、複数の端
子金具の一端部と複数の電線の芯線の該複数の電線の端部で露出した部分とをそれぞれ確
実に当接させることができるので、複数の電線の芯線の該複数の電線の端部で露出した部
分を、複数の端子金具の一端部にそれぞれ確実に当接させた状態で電線保持部材の空間か
ら露出させることができる。このため、複数の端子金具と複数の電線の芯線の該複数の電
線の端部で露出した部分とをレーザ溶着などでより確実に溶着することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の第一の実施形態にかかるコネクタを図１乃至図６を参照して説明する。
本発明の第一の実施形態にかかるコネクタ１は、図示しない電子機器内の電子部品同士を
接続する際に使用する電気ケーブル２の複数の電線１０が接続されて、図示しない相手側
のコネクタと嵌合して、前記電子部品同士を接続する。
【００２０】
　電気ケーブル２は、図１に示すように、複数のツイストペア線３と、該複数のツイスト
ペア線３の外周を被覆する導電性の編組線４と、該編組線４の外周を覆うシース５とを備
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えている。
【００２１】
　複数のツイストペア線３は、図１に示すように、図示例では２本設けられており、互い
に平行（即ち並行）に束ねられている。複数のツイストペア線３は、それぞれ、互いに撚
り合わされた複数の電線１０と、該複数の電線１０の外周を覆う被覆部材１１とを備えて
いる。
【００２２】
　複数の電線１０は、それぞれ、芯線１２と、該芯線１２を被覆する被覆部１３とを有し
た断面丸型に形成されている。芯線１２は、銅又は銅合金などの導電性を有する金属で構
成されており、一本の導線又は複数の導線が撚られて断面丸型に形成されている。被覆部
１３は、絶縁性を有する合成樹脂からなり、芯線１２を絶縁状態に保って被覆している。
【００２３】
　被覆部材１１は、例えば銅やアルミニウム等を含んだ導電性を有する金属からなる導体
層と、該導体層に積層され且つ絶縁性の合成樹脂からなる薄い樹脂フィルムとを有して、
膜状で且つ帯状に形成されている。樹脂フィルムは、導体層の補強の目的で設けられてい
る。そして、被覆部材１１は、導体層が前述した複数の電線１０の被覆部１３と接触する
向きで、該複数の電線１０の外周に巻き寿司状に巻き付けられている。
【００２４】
　編組線４は、導電性の金属材料等で構成される素線が編まれる等して、全体として筒状
（袋状）に形成されている。編組線４は、複数のツイストペア線３の外周を覆っている。
【００２５】
　シース５は、例えば、ポリ塩化ビニル（Polyvinylchloride：ＰＶＣ）等の絶縁性を有
する合成樹脂で構成されている。シース５は、複数のツイストペア線３の外周を覆った編
組線４の外周に押出し成形によって形成されて、該編組線４の外周を覆っている。
【００２６】
　前述した構成の電気ケーブル２は、図１又は図６に示すように、シース５を所定の長さ
除去して露出させた編組線４を折り返して、この折り返された編組線４の外周にリング状
の固定部材１４を取り付けて該編組線４を固定することで、複数のツイストペア線３の端
末を露出する。
【００２７】
　さらに、前記電気ケーブル２は、複数のツイストペア線３の各被覆部材１１を所定長さ
除去し且つ各電線１０の撚りを解いて、これら各電線１０の端部１０ａを露出した後、該
各電線１０の先端から所定長さ離れた箇所の被覆部１３を所定の長さ除去して、各電線１
０の端部１０ａで該各電線１０の芯線１２を所定の長さ露出する。
【００２８】
　そして、電気ケーブル２は、複数のツイストペア線３各々の複数の電線１０の端部１０
ａで該複数の電線１０の芯線１２が所定の長さ露出した状態で、これら複数の電線１０の
端部１０ａがそれぞれ電線ホルダ９に取り付けられる。
【００２９】
　なお、本実施形態において、電気ケーブル２の複数のツイストペア線３の各被覆部材１
１を所定長さ除去して露出させた、複数の電線１０の「端部１０ａ」は、特許請求の範囲
に記載の複数の電線の「端部」に相当する。そして、複数のツイストペア線３各々の複数
の電線１０の端部１０ａで芯線１２が所定の長さ露出した「露出部分」（以下、符号１２
ａを付して示す）は、特許請求の範囲に記載の「露出した部分」に相当する。
【００３０】
　また、本実施形態において、電気ケーブル２の複数のツイストペア線３各々の複数の電
線１０の端部１０ａで該複数の電線１０の芯線１２が所定の長さ露出した露出部分１２ａ
は、各電線１０の先端から所定長さ離れた箇所の被覆部１３を所定の長さ除去して形成さ
れているが、本発明はこれに限定するものではなく、例えば、複数の電線１０の芯線１２
の露出部分１２ａが、各電線１０の先端の被覆部１３を所定の長さ除去して形成されてい
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ても良い。
【００３１】
　コネクタ１は、図１に示すように、コネクタハウジング６と、複数の端子金具７と、該
複数の端子金具７を保持する端子保持部材としての端子ホルダ８と、前述した複数の電線
１０の端部１０ａを保持する電線保持部材としての電線ホルダ９とを備えている。
【００３２】
　コネクタハウジング６は、絶縁性の合成樹脂で構成されており、図１に示すように、ハ
ウジング本体１５と、ケーブル挿通部２０とを備えている。ハウジング本体１５は、複数
の周壁１６を備えて角筒状に形成されている。ハウジング本体１５は、図５又は図６に示
すように、内側に端子ホルダ８及び電線ホルダ９を収容する。また、ハウジング本体１５
には、図示しない相手方のコネクタのコネクタハウジングに対するロック突起１８と、端
子ホルダ８に対する係止突起１９とが設けられている。
【００３３】
　ロック突起１８は、図１、図２及び図６に示すように、ハウジング本体１５の図中上方
に位置する一つの周壁１６の内面から当該ハウジング本体１５の内側に突出して形成され
ている。ロック突起１８は、コネクタハウジング６と前述した相手方のコネクタのコネク
タハウジング（図示せず）とが嵌合した際に、該相手方のコネクタハウジングに係合して
、これらコネクタハウジング６及び相手方のコネクタハウジング同士の嵌合を保持する。
【００３４】
　また、ロック突起１８が設けられたハウジング本体１５の前記一つの周壁１６には、図
１又は図３に示すように、当該一つの周壁１６がロック突起１８を互いの間に挟む格好で
直線状に切り欠かれた一対の切欠部１７が設けられている。これら一対の切欠部１７が設
けられることによって、前記一つの周壁１６の一対の切欠部１７の間の部分１６ｃがハウ
ジング本体１５の外側に撓んで、ロック突起１８をハウジング本体１５の外側へ変位させ
る。
【００３５】
　係止突起１９は、図６に示すように、ハウジング本体１５の前述した一つの周壁１６と
相対する他の周壁１６（図中下方に位置する）の内面から当該ハウジング本体１５の内側
に突出して形成され且つハウジング本体１５の周壁１６の内面に近づくように弾性変形自
在に設けられている。係止突起１９は、端子ホルダ８に係止することで、該端子ホルダ８
がハウジング本体１５内から抜け出ることを規制する。
【００３６】
　ケーブル挿通部２０は、ハウジング本体１５の周壁１６の相手方のコネクタ（図示せず
）から離れた側の一端部１６ａに連接されるとともに、ハウジング本体１５の相手方のコ
ネクタとの嵌合方向と直交する幅方向（図３中上下方向）に相対して一対設けられている
。
【００３７】
　一対のケーブル挿通部２０は、それぞれ、帯板状で且つハウジング本体１５の外方向に
向かって凸の半円弧状に形成された挿通部本体２１と、ハウジング本体１５の周壁１６の
一端部１６ａに連なり且つハウジング本体１５の周壁１６と挿通部本体２１とを連結する
連結部２２とを備えている。連結部２２は、ハウジング本体１５の周壁１６の一端部１６
ａから該ハウジング本体１５の内側に向かって突出して形成されている。そして、一対の
ケーブル挿通部２０は、図３又は図４に示すように、互いの間に前述した電気ケーブル２
を通す。
【００３８】
　複数の端子金具７は、それぞれ、導電性の金属等で構成されており、図示例では４つ設
けられている。複数の端子金具７は、それぞれ、棒状に形成されており、電気接触部２４
と電線接続部２５とを一体に備えている。電気接触部２４は、角柱状に形成されており、
図示しない相手方のコネクタの端子金具と電気的に接続する。
【００３９】
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　電線接続部２５は、前記電気接触部２４に連なり且つ角柱状に形成されている。また、
電線接続部２５は、当該電線接続部２５の電気接触部２４から離れた側の一端部２６に、
前述した各電線１０の芯線１２の該各電線１０の端部１０ａで露出された露出部分１２ａ
が当接される当接部２６ａが設けられている。
【００４０】
　当接部２６ａは、電線接続部２５の一端部２６から突出し且つ矩形状に形成されている
。当接部２６ａは、端子金具７の長手方向に沿った長さが、前述した各電線１０の芯線１
２の露出部分１２ａの長さと略等しく形成されている。なお、当接部２６ａの端子金具７
の長手方向に沿った長さについては、これに限定されるものではなく、前述した各電線１
０の芯線１２の露出部分１２ａと重ねられる寸法であれば良い。
【００４１】
　端子ホルダ８は、絶縁性の合成樹脂で構成されており、図１に示すように、複数の端子
金具７の電線接続部２５が重ねられる平板部３０と、複数の端子金具７の電気接触部２４
を収容する収容部３２と、これら平板部３０と収容部３２とを連結する連結部３４とを備
えている。
【００４２】
　平板部３０は、平面が略矩形の平板状に形成されている。平板部３０には、表面３０ａ
から凸の複数の凸部３１が設けられている。複数の凸部３１は、端子ホルダ８に複数の端
子金具７が取り付けられた際に、該複数の端子金具７の当接部２６ａがそれぞれ位置付け
られる。そして、複数の凸部３１は、図２又は図６に示すように、端子ホルダ８に電線ホ
ルダ９が取り付けられた際に、複数の端子金具７の当接部２６ａを複数の電線１０の芯線
１２の露出部分１２ａにそれぞれ当接させた状態で保持する。
【００４３】
　収容部３２は、平面が略矩形の平板状に形成されており、底面３２ｂ（図５又は図６に
示す）が前述した平板部３０の凸部３１の表面と略同一平面上となるように配されている
。収容部３２には、複数の端子金具７の電気接触部２４をそれぞれ収容する複数の端子収
容部３３が設けられている。これら複数の端子収容部３３は、収容部３２を貫通した直線
状の細長い孔状に形成されている。複数の端子収容部３３は、互いに間隔をあけ且つ平行
に配されている。
【００４４】
　連結部３４は、ブロック状に形成されており、平板部３０と収容部３２との間に配され
て、これらの平板部３０と収容部３２とを連結している。連結部３４には、複数の端子金
具７の電気接触部２４を挿通するための複数の貫通孔３５が設けられている。複数の貫通
孔３５は、互いに間隔をあけて配されている。複数の貫通孔３５は、それぞれ、前述した
収容部３２の各端子収容部３３と連なっている。
【００４５】
　また、連結部３４には、平板部３０側の面をコ字状に切り欠いて形成された凹部３６が
設けられている。この凹部３６は、複数の電線１０の端部１０ａを保持した電線ホルダ９
が端子ホルダ８に取り付けられた際に、複数の電線１０の先端部分が位置付けられる。
【００４６】
　前述した構成の端子ホルダ８は、複数の端子金具７の電気接触部２４を連結部３４の複
数の貫通孔３５にそれぞれ挿通し且つ収容部３２の複数の端子収容部３３内にそれぞれ収
容して、平板部３０に複数の端子金具７の電線接続部２５を重ねるとともに該複数の端子
金具７の当接部２６ａを平板部３０の凸部３１上に位置づけて、当該端子ホルダ８が複数
の端子金具７を互いに平行な状態で保持する。
【００４７】
　電線ホルダ９は、絶縁性の合成樹脂で構成され、図１に示すように、第１の壁４０と、
該第１の壁４０と前述した複数の端子金具７の長手方向に沿って間隔をあけた第２の壁４
２と、これらの第１の壁４０及び第２の壁４２を連結する連結部４６とを備えている。
【００４８】
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　第１の壁４０は、略矩形の平板状に形成されており、長手方向が前述した複数の端子金
具７の並ぶ方向と平行に配されている。第１の壁４０には、前述した複数の電線１０をそ
れぞれ挿通する複数の電線挿通孔４１が設けられている。
【００４９】
　複数の電線挿通孔４１は、第１の壁４０を貫通して形成されているとともに、第１の壁
４０の長手方向に沿って互いに間隔をあけて配されている。複数の電線挿通孔４１の間の
距離は、前述した複数の端子金具７の間の距離と等しく形成されている。そして、複数の
電線挿通孔４１は、内側に複数の電線１０の端部１０ａをそれぞれ通して、該複数の電線
１０の端部１０ａの該端部１０ａで露出した芯線１２の露出部分１２ａより被覆部材１１
側の部分、即ち複数の電線１０の端部１０ａを保持する。
【００５０】
　前述した構成の第１の壁４０は、複数の電線挿通孔４１内に複数の電線１０の端部１０
ａをそれぞれ挿通することで、複数の電線１０の端部１０ａを複数の端子金具７の間隔と
等しい間隔で保持する。そして、前記第１の壁４０は、特許請求の範囲に記載の電線保持
部を成している。
【００５１】
　第２の壁４２は、略矩形の平板状に形成された本体部４３と、該本体部４３の長手方向
の両端部４３ａ，４３ｂから前述した端子ホルダ８に向かって立設した一対の立設部４４
とを備えて、コ字状に形成されている。本体部４３は、長手方向が前述した複数の端子金
具７の並ぶ方向と平行に配されている。また、本体部４３には、複数の電線収容溝４５が
設けられている。
【００５２】
　複数の電線収容溝４５は、それぞれ、本体部４３の端子ホルダ８に相対する面から該端
子ホルダ８から離れる方向に当該本体部４３を円弧状に切り欠いて形成されている。複数
の電線収容溝４５は、本体部４３の長手方向に沿って互いに間隔をあけて配されている。
複数の電線収容溝４５の間の距離は、前述した複数の端子金具７の間の距離と等しく形成
されている。複数の電線収容溝４５は、それぞれ、前述した複数の電線挿通孔４１それぞ
れと同軸に配されている。
【００５３】
　また、複数の電線収容溝４５の径は、それぞれ、電線１０の径よりも若干小さく形成さ
れている。そして、複数の電線収容溝４５は、内側に複数の電線１０の先端部分をそれぞ
れ通して、該複数の電線１０の先端部分を保持する。
【００５４】
　前述した構成の第２の壁４２は、本体部４３に設けられた複数の電線収容溝４５内に複
数の電線１０の先端部分、即ち複数の電線１０の端部１０ａをそれぞれ挿通することで、
複数の電線１０の端部１０ａを複数の端子金具７の間隔と等しい間隔で保持する。そして
、前記第２の壁４２は、特許請求の範囲に記載の電線保持部を成している。
【００５５】
　連結部４６は、図１に示すように、ブロック状に形成されており、第１の壁４０及び第
２の壁４２の本体部４３の長手方向の両端部４０ａ，４０ｂ，４３ａ，４３ｂ同士を連結
して一対設けられている。そして、一対の連結部４６が第１の壁４０及び第２の壁４２の
本体部４３の両端部４０ａ，４０ｂ，４３ａ，４３ｂ同士を連結することで、これら第１
の壁４０と第２の壁４２の本体部４３との間に空間４７を形成している。
【００５６】
　前述した構成の電線ホルダ９は、複数の電線１０の端部１０ａを第１の壁４０の複数の
電線挿通孔４１内にそれぞれ挿通し且つ第２の壁４２の複数の電線収容溝４５の内側にそ
れぞれ通して保持することで、複数の電線１０の端部１０ａを前述した複数の端子金具７
の間隔と等しい間隔で且つ互いに平行に保持するとともに、空間４７によって複数の電線
１０の端部１０ａで露出した該複数の電線１０の芯線１２の露出部分１２ａを外部に露出
する。
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【００５７】
　また、前述した端子ホルダ８と電線ホルダ９とには、互いに係合する係止部３８，４９
が設けられている。
【００５８】
　係止部３８は、端子ホルダ８に設けられており、平板部３０の幅方向即ち複数の端子金
具７が並ぶ方向の両縁部をコ字状に切り欠いて形成されている。即ち、係止部３８は、端
子ホルダ８の平板部３０の幅方向の両縁部に互いに相対する格好で一対設けられている。
【００５９】
　係止部４９は、電線ホルダ９に設けられており、一対の連結部４６それぞれの端子ホル
ダ８側の端部から該端子ホルダ８に向かって突出して形成されている。即ち、係止部４９
は、電線ホルダ９の一対の連結部４６に互いに相対する格好で一対設けられている。一対
の係止部４９は、先端が互いに近づく方向に向かって突出して断面フック状に形成されて
いる。
【００６０】
　そして、電線ホルダ９が端子ホルダ８に取り付けられた際に、係止部４９のフック状に
形成された先端が係止部３８の電線ホルダ９から離れた側に位置付けられて、これらの係
止部３８，４９が互いに係合して、複数の端子金具７の当接部２６ａに複数の電線１０の
芯線１２の露出部分１２ａがそれぞれ当接した状態で、端子ホルダ８と電線ホルダ９とを
互いに固定する。
【００６１】
　前述した構成のコネクタ１は、以下のように組み立てられる。まず、予めシース５を所
定の長さ除去し且つ編組線４を折り返して固定部材１４で固定することで複数のツイスト
ペア線３の端末を露出した電気ケーブル２を、コネクタハウジング６のハウジング本体１
５内及び一対のケーブル挿通部２０の間に通す。
【００６２】
　そして、電気ケーブル２の複数のツイストペア線３の各被覆部材１１を所定長さ除去し
且つ各電線１０の撚りを解いて、各電線１０の端部１０ａを露出した後、これら各電線１
０の先端から所定長さ離れた箇所の被覆部１３にレーザを照射し且つレーザ照射箇所をブ
ラシなどで擦り、該被覆部１３を所定長さ除去することで、各電線１０の端部１０ａで芯
線１２が所定の長さ露出した露出部分１２ａを形成する。
【００６３】
　次に、図２に示すように、複数の電線１０の端部１０ａを、第１の壁４０の複数の電線
挿通孔４１内にそれぞれ挿通し且つ第２の壁４２の複数の電線収容溝４５の内側にそれぞ
れ通して保持することで、電線ホルダ９が複数の電線１０の端部１０ａを複数の端子金具
７の間隔と等しい間隔で且つ互いに平行に保持するとともに、複数の電線１０の芯線１２
の露出部分１２ａを空間４７に位置付けて該露出部分１２ａを外部に露出する。
【００６４】
　続いて、図２に示すように、複数の端子金具７の電気接触部２４を連結部３４の複数の
貫通孔３５にそれぞれ挿通し且つ収容部３２の複数の端子収容部３３内にそれぞれ収容し
て、平板部３０に複数の端子金具７の電線接続部２５を重ねるとともに該複数の端子金具
７の当接部２６ａを平板部３０の凸部３１上に位置付けることで、端子ホルダ８が複数の
端子金具７を互いに平行な状態で保持する。
【００６５】
　さらに続いて、複数の端子金具７を保持した端子ホルダ８の平板部３０上に、複数の電
線１０の端部１０ａを保持した電線ホルダ９を重ねるように取り付けて、端子ホルダ８の
係止部３８と電線ホルダ９の係止部４９とを互いに係止することで、複数の端子金具７の
当接部２６ａに複数の電線１０の芯線１２の露出部分１２ａがそれぞれ当接した状態で、
これら端子ホルダ８と電線ホルダ９とを互いに固定する。
【００６６】
　そして、電線ホルダ９の空間４７から露出する互いに当接した状態の複数の電線１０の
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芯線１２の露出部分１２ａと複数の端子金具７の当接部２６ａとにレーザを照射して、こ
れら複数の電線１０の芯線１２の露出部分１２ａと複数の端子金具７の当接部２６ａとを
それぞれ溶着することで、複数の電線１０と複数の端子金具７とを接続する。
【００６７】
　最後に、コネクタハウジング６のハウジング本体１５内に端子ホルダ８及び電線ホルダ
９を挿入して、図６に示すように、ハウジング本体１５の係止突起１９が端子ホルダ８に
係止することで、該端子ホルダ８のハウジング本体１５内から抜け出ることを規制して、
コネクタハウジング６のハウジング本体１５内に端子ホルダ８及び電線ホルダ９を収容す
る。こうして、コネクタ１が組み立てられる。
【００６８】
　本実施形態によれば、電線ホルダ９に、複数の端子金具７の間隔と等しい間隔で複数の
電線１０の端部１０ａを保持し且つ複数の端子金具７の長手方向に間隔をあけて並設され
た第１及び第２の壁４０，４２と、複数の電線１０の端部１０ａで露出した該複数の電線
１０の芯線１２の露出部分１２ａを露出する空間４７とが設けられている。
【００６９】
　このため、電線ホルダ９を端子ホルダ８に取り付けることで、複数の端子金具７に複数
の電線１０の端部１０ａをそれぞれ位置決めすることができるとともに、複数の端子金具
７それぞれに位置決めされた複数の電線１０の端部１０ａで露出した該複数の電線１０の
芯線１２の露出部分１２ａを電線ホルダ９の空間４７から露出させることができる。
【００７０】
　したがって、複数の端子金具７と複数の電線１０の端部１０ａとの位置決めが容易であ
るとともに、複数の端子金具７と複数の電線１０の芯線１２の該複数の電線１０の端部１
０ａで露出した露出部分１２ａとをそれぞれレーザ溶着などで容易に溶着することができ
、よって、複数の端子金具７と複数の電線１０との接続を容易に行うことができる。
【００７１】
　また、端子ホルダ８と電線ホルダ９とは、それぞれに設けられた係止部３８，４９同士
が係合することで、複数の端子金具７の長手方向の一端部２６に複数の電線１０の端部１
０ａで露出した該複数の電線１０の芯線１２の露出部分１２ａがそれぞれ当接した状態で
互いに固定される。
【００７２】
　このため、端子ホルダ８と電線ホルダ９とを固定することで、複数の端子金具７の一端
部２６と複数の電線１０の端部１０ａで露出した該複数の電線１０の芯線１２の露出部分
１２ａとがそれぞれ当接した状態を保持することができるので、複数の電線１０の芯線１
２の該複数の電線１０の端部１０ａで露出した露出部分１２ａを、複数の端子金具７の一
端部２６にそれぞれ当接させた状態で電線ホルダ９の空間４７から露出させることができ
る。
【００７３】
　したがって、複数の端子金具７と複数の電線１０の芯線１２の該複数の電線１０の端部
１０ａで露出した露出部分１２ａとをそれぞれレーザ溶着などで確実に溶着することがで
き、よって、複数の端子金具７と複数の電線１０との接続を確実に行うことができる。
【００７４】
　さらに、複数の端子金具７それぞれの一端部２６には、当該一端部２６から芯線１２に
向かって突出するとともに、複数の端子金具７の長手方向に沿った長さが芯線１２の複数
の電線１０の端部１０ａで露出した露出部分１２ａと重ねられる寸法に形成された当接部
２６ａが設けられている。
【００７５】
　このため、端子ホルダ８と電線ホルダ９とを固定した際に、複数の端子金具７の一端部
２６と複数の電線１０の芯線１２の該複数の電線１０の端部１０ａで露出した露出部分１
２ａとをそれぞれ確実に当接させることができるので、複数の電線１０の芯線１２の該複
数の電線１０の端部１０ａで露出した露出部分１２ａを、複数の端子金具７の一端部２６
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。
【００７６】
　したがって、複数の端子金具７と複数の電線１０の芯線１２の該複数の電線１０の端部
１０ａで露出した露出部分１２ａとをレーザ溶着などでより確実に溶着することができる
。
【００７７】
　また、本発明のコネクタ１は、家屋などで用いられる電子機器（テレビやパソコン、監
視モニター等）の電子部品同士の接続以外にも用いることができ、例えば、自動車に搭載
されるワイヤハーネスやビルのネットワーク等に用いることができる。
【００７８】
　なお、前述した実施形態は本発明の代表的な形態を示したに過ぎず、本発明は、実施形
態に限定されるものではない。即ち、本発明の骨子を逸脱しない範囲で種々変形して実施
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】本発明の実施形態にかかるコネクタを示す分解斜視図である。
【図２】図１に示されたコネクタの端子保持部材に端子が取り付けられ且つ電線保持部材
に電線の端部が保持された状態を示す斜視図である。
【図３】図１に示されたコネクタが組み付けられた状態を示す平面図である。
【図４】図３に示されたコネクタの側面図である。
【図５】図３に示されたコネクタの正面図である。
【図６】図３中のＶＩ－ＶＩ線に沿う断面図である。
【符号の説明】
【００８０】
　１　　　コネクタ
　７　　　端子金具
　８　　　端子ホルダ（端子保持部材）
　９　　　電線ホルダ（電線保持部材）
　１０　　電線
　１０ａ　端部
　１２　　芯線
　１２ａ　露出部分（露出した部分）
　２６　　一端部
　２６ａ　当接部
　３８　　係止部
　４０　　第１の壁（電線保持部）
　４１　　電線挿通孔
　４２　　第２の壁（電線保持部）
　４５　　電線収容溝
　４７　　空間
　４９　　係止部
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